         令和７年１２月
【海産物の強引な電話勧誘に注意！】

【相　談】
昨晩、遠方の事業者から電話で海産物の勧誘があった。以前購入したことのある事業者だと思い、代引き配達での購入を承諾した。しかし、購入したことのある事業者とは違うと気づいたので解約したい。
【アドバイス】
電話で勧誘を受けて承諾したものはクーリング・オフができます。代引き配達で届く商品は、会社名、住所、氏名、電話番号などの事業者の情報を控えた後に受け取り拒否をしましょう。この相談では、事業者にクーリング・オフを通知し無事解決しました。
海産物の電話勧誘に関する相談は年間を通じてあります。「以前購入してもらった」「閉店するので在庫品を買ってほしい」などと、遠方の事業者からかかってくる電話がトラブルのきっかけです。なかには、「月末に海産物が届きます」と一方的に言われ、注文していないと言うと裁判をすると脅されたり、何度も断っているにもかかわらず勝手に送り付けたりする強引な勧誘がみられます。さらに、断り切れずに一度購入した消費者に何度も電話をして購入させる悪質な手口もあります。
トラブルに遭わないためには、勧められる商品が不要であればきっぱり断ることが大切です。断ったにも関わらず、一方的に商品を送り付けられた場合は、受け取り拒否をしましょう。電話勧誘による契約は、代金を支払った後でもクーリング・オフにより事業者に返金を求めることができます。ただし、事業者と連絡が取れなければ被害回復が難しい場合もあります。安易に勧誘に応じないこと、代金の支払いは慎重に行うことを心がけましょう。
電話勧誘によるトラブルは、高齢者が被害に遭うことが多く、日頃から周囲の方の見守りや声掛けが大切です。

消費者ホットライン　　☎局番なしの１８８（泣き寝入りはいやや！）・・・お近くの消費生活センター等につながります。
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